
 

 

 

 

 重要事項説明書（建物賃貸借・事業用） 

 
 L.PROJECT株式会社 御中 

                                                           2019 年 9月 5 日 

 

宅地建物取引業法第３５条の規定に基づき、下記の不動産について重要事項の説明をいたします。 この内容は重要です 

から、十分ご理解頂きますようお願いいたします。 

なお、本書面には□欄がありますが、□欄に☒印をつけた項目が下記不動産についての記載内容となります。 

 

1． 宅地建物取引業者に関する事項 

①-1 宅地建物取引業者の表示及び説明をする宅地建物取引士並びに取引態様 

商 号  株式会社ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｾﾝﾀｰ 免許証番号 香川県知事（８）第 ３０２２ 号 

代 表 者  代表取締役     冨田 稔 

免 許 有 効 期 間  平成３０年９月１２日～平成３５年９月１１日 

本 社 所 在 地  香川県高松市伏石町２０１６－２０   

取 扱 店 舗 名  中央通り店  

香川県高松市東ハゼ町 7-11  ℡087-814-4030          

代表者 大谷 秀樹 

住 所  

宅 地 建 物 取 引 士 の 責 任 者 

説 明 す る 宅 地 建 物 取 引 士 宮下 雅学   印 登 録 番 号 千葉県第 63304 号 

担 当 者  山崎慶太 

担当者の業務に従事する事務所  中央通り店 

取 引 態 様   媒介     代理 

②-1 供託所等に関する説明 

弊社は下記宅地建物取引業保証協会の社員です。 

保 証 協 会 の 名 称 ・ 住 所 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 東京都千代田区岩本町２－６－３ 

所 属 本 部 ・ 住 所  香川本部 高松市松福町 1 丁目 10番 5 号 

弁済業務保証金の供託所・住所 東京法務局 東京都千代田区九段南１－１－１５ 

 

①-2 宅地建物取引業者の表示及び説明をする宅地建物取引士並びに取引態様 

商 号   免許証番号  

代 表 者   

免 許 有 効 期 間   

本 社 所 在 地   

取 扱 店 舗 名    

         

 

住 所  

宅 地 建 物 取 引 士 の 責 任 者 

説 明 す る 宅 地 建 物 取 引 士  登 録 番 号  

担 当 者   

担当者の業務に従事する事務所   

取 引 態 様   

②-2 供託所等に関する説明 

弊社は下記宅地建物取引業保証協会の社員です。 

保 証 協 会 の 名 称 ・ 住 所   

所 属 本 部 ・ 住 所    

弁済業務保証金の供託所・住所   

 

２．対象となる不動産に関する事項 

①不動産の表示及び賃貸人    

名 称  中村第一ビル 5Ｆ西号室 

登記上の種類  事務所 （登記簿謄本より） 

所 在 地  高松市塩上町 3 丁目 2 番地 2 

交 通  ことでん志度線 今橋駅 徒歩 3分 

構 造 ・ 規 模 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根・8 階建て （登記簿謄本より） 

賃 貸 人  

住 所  高松市築地町 14 番地 3 

氏 名  中村 文雄 

備 考 
 所有者と同じ      所有者と相違 

                                        

②登記事項証明書に記録された事項等    

表 題 部  所 有 者  中村 文雄 

権利部（甲区） 

所有者住所  高松市築地町 14 番地 3 

氏 名  中村 文雄 

所 有 権 に 

関す る事 項  

 なし    信託    仮差押    仮処分  仮登記   

 その他（     ）   

権利部（乙区） 

所有権以外

の権利に関

す る 事 項  

 なし 

 抵当権  根抵当権  その他（     ） 

 添付重要事項追加説明書にて説明します。 

備 考   

③管理の委託先    

商号または名称 オーナー自主管理（中村 文雄） 

住 所 高松市築地町 14 番地 3 

連 絡 先 ℡087-831-3670 

 

④法令に基づく制限の概要等    

法 令 名 及 び 

制 限 の 概 要 

下記３法令の制限を   受けません         受けます 

新住宅市街地開発法３２条１項の制限 

新都市基盤整備法５１条１項の制限 

流通業務市街地の整備に関する法律３８条１項の制限 

当 該 建 物 の 

存 す る 地 域 

造成宅地防災区域  区域外      区域内 

土砂災害警戒区域 

 区域外      区域内 

 現在は区域指定されておりませんが、基礎調査により危険箇所に指定され 

ておりますので、将来区域指定される可能性があります。 

都市計画道路制限  制限なし     制限あり 

津波災害警戒区域 

 区域外      区域内    現時点では指定されておりません 

津波災害警戒区域については、津波防災地域づくりに関する法律（平成 23年 12

月 27日施工）第 53条第 1項の規定に基づき、都道府県知事が警戒避難体制を

特に整備すべき土地の区域として指定することができるとされています。津波災

害警戒区域については、法施工後間もない制度であることから、香川県内は現

時点では未指定の状況ですが、本物件に係る区域については、今後、香川県か

ら当該区域として指定される可能性もあります。 



 

用 途 地 域  

 商業地域     近隣商業地域    準住居地域 

 第二種中高層住居専用地域   第一種住居地域  第二種住居地域  

 準工業地域    工業地域   工業専用地域  二種低層 

 その他（     ） 

 

⑤石綿使用記録調査    

石綿使用調査結果の記録  あり   なし   その他（     ） 

調査記録がある場合  

調 査 実 施 機 関       

調 査 の 範 囲        

調 査 年 月 日        

石 綿 使 用 の 有 無   あり      なし     

石 綿 使 用 の 箇 所        

補 足 情 報        

添付調査報告書写（添付「     」は建物所有者の責任の下に行われた調査であり、また調

査範囲も限定されております）にてご説明いたします。 

調査記録がない場合  

下記関係者のうち、下記関係者に石綿使用調査に関する記録を照会致しましたが、その記録

の存在は確認できませんでした。 

関 係 者  
 所有者  管理組合  管理業者  施工会社 

 その他（     ） 

 

⑥耐震診断の内容    

耐震診断説明対象か否か 

 

※昭和５６年５月３１日以前

に新築の工事に着手した建

物が説明対象です。 

右記の確認により、

当該建物は耐震診

断

の 説 明 対 象 に 

 該当します。 

 該当しません。 

 確認通知書または検査済証に記載する確認年月日 

     年     月     日 

（昭和 56 年 5 月 31 日以前の建物が該当します） 

 建物確認済証明書 

確認済年月日：     年      月     日第          号 

（昭和 56 年 5 月 31 日以前の建物が該当します） 

 建物の表題登記 （含、家屋課税台帳） 

表題登記日： 昭和 56年 9月 1日新築 

（昭和 58 年 5 月 31 日以前の建物が該当します） 

 超高層ビル 

評定・性能評価：     年     月     日第     号 

（上記国土交通大臣の認定した機関の評定・評価がある【超高

層・高層】建物は対象外とします。） 

 現在建築中の建物 

平成     年     月     日竣工予定 

調査対象に該当した場合  

耐震診断の有無   あり   なし   その他（     ） 

耐 震 診 断 が 

あ る 場 合 
添付「     」にてご説明いたします。 

耐 震 診 断 が 

な い 場 合 

下記関係者のうち、下記関係者に耐震診断調査に関する記録を照会

致しましたが、その記録の存在は確認できませんでした。 

関 係 者 
 所有者  管理組合  管理業者  施工会社 

 その他（     ） 

 

⑦飲用水、電気、ガスの供給施設及び排水施設の整備状況    

飲用水    公営    私営     なし  ガ ス     都市ガス   プロパン   なし  

電  気    あり  なし 排 水     公共下水   その他（     ） 

⑧未完成物件の工事完了時における形状、構造等    

未完成物件に該当するか否か  該当しません。          該当します。 

工事完了時における形状、構造等 添付     にてご説明いたします。 

 

⑨建物の設備の整備状況    

空 調 設 備  あり   な

し 

 

給 湯 設 備  あり   な

し 

 

ト イ レ  あり   な

し 

共用部分 

エ レ ベ ー タ ー  あり   な

し 

 

駐 車 場  あり   な

し 

 

 

⑩当該建物に対する火災予防条例上の公表制度に基づく公表の有無   

※当該建物に関し平成     年     月     日時点における     HP上での公表 

 なし     あり （下記の公表があります）    条例上の公表制度なし 

 屋内消火栓設備未設置      スプリンクラー設備未設置         自動火災報知設備未設置 

 防火管理者未選任         訓練未実施                  誘導灯未設置 

 のれん防炎性能無し        火気設備清掃不適              階段室内等物件の放置 

 その他（     ） 

 

３．取引条件に関する事項 

 

①契約面積等    

契 約 面 積   5 階西  58.96 ㎡（17.84 坪） 

契 約 期 間 2019 年 9 月 14 日～2021 年 9月 13 日 

契 約 の 更 新 添付賃貸借契約書案第 2 条にて説明します。 

更 新 料 約定なし。 

指 定 用 途 添付賃貸借契約書案第 4 条にて説明します。 

利 用 制 限 添付賃貸借契約書案第 4、12、14、17、25、27 条にて説明します。      

 

②賃料、共益費、敷金等    

賃 料  月 額  金 70,000 円（消費税別） 

共益費 月 額      込 

そ の 他 の 経 費 添付賃貸借契約書案第 5 条 2項、6 条にて説明します。 

賃料等の改訂方法  添付賃貸借契約書案第 7 条にて説明します。 

礼 金 有 無   なし        あり 

敷　金  

総    額 金 210,000 円 

預    託 2019 年 9 月 12 日（予定） 

精    算 添付賃貸借契約書案第 8 条 2項にて説明します。 

償    却 添付賃貸借契約書案第 8 条 3項にて説明します。 



 

増    減 添付賃貸借契約書案第 8 条 4項にて説明します。 

 

③損害賠償・違約金に関する事項    

損 害 賠 償 額 又 は 

違 約 金 の 額 

支 払 い 遅 延 損 害 金 添付賃貸借契約書案第 11 条にて説明します。 

損 害 賠 償  添付賃貸借契約書案第 13 条にて説明します。 

解除条項に該当した場合

の 違 約 金 ・ 損 害 金  
添付賃貸借契約書案第 21 条にて説明します。 

明 渡 し 遅 延 の 損 害 金  添付賃貸借契約書案第 22 条（4）にて説明します。 

賃貸借開始日前の解約  添付賃貸借契約書案第 19 条にて説明します。 

その他の違約金・損害金

  

添付賃貸借契約書案第     条にて説明します。 

 

④修繕に関する事項    

修            繕 添付賃貸借契約書案第 15 条にて説明します。 

⑤造作買取請求権に関する事項    

造 作 買 取 請 求 権  添付賃貸借契約書案第 18 条にて説明します。 

⑥契約の終了に関する事項     

解            約 

期間開始前解約 添付賃貸借契約書案第 19 条にて説明します。 

期 間 内 解 約  

賃 貸 人  解 約 予 告  添付賃貸借契約書案第 20 条にて説明します。 

賃 借 人  
解 約 予 告  添付賃貸借契約書案第 20 条にて説明します。 

即 時 解 約  添付賃貸借契約書案第 20 条にて説明します。 

契 約 の 解 除 条 項  添付賃貸借契約書案第 21 条にて説明します。 

契 約 の 消 滅 等 添付賃貸借契約書案第 16 条にて説明します。 

 

⑦原状回復義務に関する事項    

原 状 回 復 義 務 賃貸人を甲、賃借人を乙とする。 

本契約が終了し、乙が本物件を明け渡す場合には次の各号の規定に従うものとする。 

(1)本契約終了までに、乙は本物件内に設置した造作その他の設備及び乙の所有物を収去し、か

つ、本物件及び付属設備の破損箇所を修理し、別紙原状回復項目表に従って、本物件を原状に

復して甲に明け渡すものとする。この場合、甲の指定する施工者または甲の指示に従って施工す

るものとし、その費用は乙の負担とする。なお、乙が遅滞なく原状回復の処置をとらなかったとき

は、甲は乙の費用をもって乙に代わりこの処置をとることができる。 

(2)乙の希望により甲が設置した甲の所有物について、甲の特別の指示があった場合、乙は自己

の費用をもってこれを取り外し、甲に引渡すものとする。 

(3)乙が本物件を明け渡した後に本物件内及びその周辺に残置した乙の所有物があるときは、乙

が所有権を放棄したものとみなし、甲は任意にこれを処分することができる。 

添付賃貸借契約書案第 22 条（1）～（3）、原状回復項目表にて説明します。      

 

⑧消費税    

消 費 税  添付賃貸借契約書案第 23 条にて説明します。 

 

⑨期日    

賃貸借契約締結日  2019 年 9 月 14 日（予定） 

引 渡 日  2019 年 9 月 14 日 

賃 料 起 算 日 2019 年 9 月 14 日 

諸  費  用  起  算  日 2019 年 9 月 14 日 

⑩特約条項    

特 約 条 項  

賃貸人を甲、賃借人を乙とする。 

（特約事項１） 

特約事項については、以下に記載するとおりとする。 

 

１. 本物件の賃貸借は現状有姿とし、商品、什器、備品等の保管、維持管理および盗難、損傷等に関しては

乙の責任にて行い甲は一切責を追わないものとする。 

２． 乙は、乙の費用負担にて借家人賠償責任保険特約のテナント保険に加入するものとする。  

３． 乙より本契約を解約する場合、4 ヶ月以上前に書面により解約通知を行うものとする。 

４. １年未満にて乙より本契約を解約する場合、短期違約金として賃料 3 ヶ月分を乙は甲に支払うものとす

る。 

５. 消費税率 8％から 10％変更に伴い、2019年 10月分賃料より、月額賃料金 70,000円（消費税別）と消費税

分 7,000 円、合計月額金 77,000円を乙は甲に支払うものとする。 

（特約条項２） 

  香川県暴力団排除推進条例に基づく「賃貸契約」特約条項 

  （反社会的勢力の排除） 

第１条 貸主（甲）及び借主（乙）は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 

① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員 （以下総称して「反

社会的勢力」という）ではないこと。 

② 自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう）が反社会的勢力ではな

いこと。 

③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。 

④ 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。 

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 

（禁止又は制限される行為） 

第２条 乙は、本物件の使用に当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。 

一 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること 

二 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、

付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。 

三 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。 

（契約の解除） 

第３条 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せず

して、本契約を解除することができる。 

 一 第１条の確約に反する事実が判明したとき。 

 二 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき。 

２ 甲は、第２条に掲げる行為を行った場合は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。 

添付賃貸借契約書案第 33条にて説明します。 

 

⑪その他仲介手数料等    

支払金・預り金の保全措置 講じない 

仲 介 手 数 料 金 70,000 円 消費税 金 5,600 円 総額 金 75,600 円 

 

⑫特記事項 

 

 



 

 

⑬添付書類 

綴            込  

１．登記簿謄本 

２．賃貸借契約書案        

３．原状回復項目表      

４．平面図 

別 添  なし    あり（     ） 

 

上記宅地建物取引士から、本件賃貸借契約締結前に、宅地建物取引士証の提示がなされ、以上の重要事項 

及び添付書類の説明を受け、本重要事項説明書を受領しましたので、以下に記名・捺印（又は署名）致します。 

なお、末尾記載の個人情報の利用目的についても承諾いたします。 

 

本重要事項説明を受けた日        年   月   日 

 賃借人住所 

 賃借人氏名（会社名） 

 部署・役職名     

 ご担当者記名・捺印（又はご署名） 

 

■個人情報の利用目的について（不動産賃貸借媒介用） 

株式会社ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｾﾝﾀｰは、個人情報の保護に関する法律に基づき、貸室申込書等の受領又は本重要事項説明書の交付の際に、お客様より

取得した個人情報（氏名、勤務先、住所、電話番号、等）を、以下に掲げる目的達成のために必要な範囲で利用いたします。 

1. 不動産賃貸借の媒介業務遂行のため 

2. 賃貸不動産の運営管理業務のため 

3. 不動産の物件情報に関する情報を提供するため 

4. 当社出版物等をお客様に送付するため 

5. お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 

6. お客様との取引、契約を適切かつ円滑に履行するため 


